
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事務の共同実施だより」  

 

  
平成 26 年 1 月 21 日 

第 35 号 

白石町学校運営支援室 

 

事務の共同実施だより 

公務災害補償制度について 
公務災害補償制度とは、公務上(授業中や部活指導等)の災害で負傷、疾病、障害又は死

亡した場合など身体上の損害(物的損害や精神的な損害は除く)を、被災した職員の過失の

有無に関わらず、使用者(地方公共団体)の責任において補償する制度です。 

 （例） 掛け時計を外そうとして椅子や脚立から転倒した 

     校舎内の階段で誤って足を踏み外した 

     掃除時間中に床で滑り腰を強打した   など 

 

休日の部活動指導や、通勤・退勤などの学校の就業時間外でも補償の対象になります。 

 公務災害に該当する可能性がある場合は、医療機関の窓口で、 

「公務災害認定請求の予定です」と伝えてください。 

 必要な書類や手続きについては事務職員にお尋ねください。 

  

 

新給与システム（ファイル授受管理システム）運用開始！ 

 

毎月の給与や期末勤勉手当が支給される際、その他報告すべき事実が発生した際に、給与関係

の電算報告書を送付しています。給与から引き去りする金額の情報、特殊業務手当等の情報、そ

の他様々な報告書を作成し県へ提出しています。今までは紙やエクセルで作成した電算報告書を

学校から教職員課へ提出していました。平成２６年２月から本稼働するシステムでは、給与関係

の報告をシステム上で行うようになります。このシステムは SEI-NET よりログインして作業を進

めます。 

今まで教職員課から郵送されていた給与明細やその他帳票については、データにより各学校へ

送付され、各学校で印刷するようになります。 

加えて非常勤講師、非常勤嘱託の実績報告書等の提出もシステムを通じて提出するようになりま

した。 

まだまだ運用テスト段階で、不具合もあるようですが、 

この新しいシステムに早く慣れたい所です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★共同実施だより『しろいし』は Web でもご覧になれます。 

http://shiroishijimu.blog17.fc2.com/  

↑たくさんのアクセスお待ちしております。 

携帯でもご覧になれます。 

バーコードリーダー機能を使って

読み込んで下さい。 

 

★事務職員レポート★ 

(第 5 回目は有明中と須古小です！) 

新年あけましておめでとうございます。 

今年も新しい年を健康で家族と一緒に迎えることができ

たことに感謝したいと思います。 

年末・年始も消防団の年末警戒・ミニ同窓会・新年の挨拶

回りなどお酒を飲む機会が多く、毎年のことですがなかな

かハードな時期です。 

そんな年末のある飲食店でのお手洗いでの事です。飲食店

ではお手洗いの壁にはよく「相田みつを」の詩や名言、「汚

さない」「次に使用する人の事を考えて」的な短歌の張り

紙が貼ってありますが、その飲食店のお手洗いの張り紙を

紹介します。 

 

「性格」は 顔 に出る   「生活」は 体型 に出る 

「本音」は 仕草 に出る  「感情」は 声 に出る 

「センス」は 服装 に出る 「美意識」は 爪 に出る 

「清潔感」は 髪 に出る 「落着きのなさ」は足に出る 

 

ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、学校や

ご家庭で話題にしてみてください。    

有明中  堤 

 

 

給与所得者である私たちは、職場で行う年末調整が確定申告にあたるので、基本的には自

分で確定申告をする必要はありません。ただし、年末調整では受けられない控除もあるので、

下記に当てはまる方は、確定申告を行うことにより、きちんと所得税を清算しましょう。 

◆ 給与や退職金以外の所得合計が 20 万円超の人（農業収入や株式譲渡所得なども含む） 

◆ 高額な医療費を支払って医療費控除が必要な人 

◆ 平成２５年中に住宅ローンを組んでマイホームを購入した人 

◆ 年末調整の書類提出後に結婚・出産などにより扶養控除の対象人数が増えた人 

◆ 控除対象扶養親族に限度額を超える収入があったことが判明した人 

（特に配偶者のパート収入や学生のアルバイト収入には注意） 

◆ 年末調整を受けていない人 など 

 

 

あけましておめでとうござい

ます。平成２６年も始まって、

もう半月ほどが過ぎようとし

ていますが本年もよろしくお

願い致します。さて、我が家で

は、３・４年前から正月用の「注

連縄飾」を子どもたちと自作し

ています。 

上の写真が今年の注連縄飾です。今年は、丸い形の注連

縄飾に挑戦しました。まず、稲藁を３０本ずつぐらいを

１つにしてそれを、３つ作ります。そして、３人でゆっ

ていけば、注連縄ができます。それを、丸く結んで添え

ものを飾っていきます。 

添えものもいろいろ意味があるようです。例えば「橙」

は家がだいだい栄えるようにという意味だそうです。ち

なみに橙は、みかんとは、全く別ものです。また、「紙

垂」は年神様の降臨を意味するそうです。地域によって

も様々な飾りがあり、それぞれ意味合いがあるようです

まだまだ先ですが今年の年末には、みなさんも作られて

はいかがでしょうか。作り方は、PC で検索すればたくさ

ん紹介されています。     須古小 藤井 

 

 

http://shiroishijimu.blog17.fc2.com/

